
画日
阪急阪神ホテルズの表示概要

ホテル等
料理名 表示期間 表示媒体 表示内容 実際

施設名

ホァル 特選飲 平成 24年 活頭に掲 「有機野菜のプチサ プチサフダに

阪神(大阪 茶コー 7月 1日か 示したメ ラダと前菜二穣盛合 は、有機農産物

市福島区福 ス ら平成25 ーーニL自由 せ」と記載することに の定義に該当し

島五T呂6 年7月4日 より、あたかも、記載 ない野菜を使用

番 16号) までの問 された料理のうち、プ していた。

内の「香虎」 チサラダには有機野

と称する飲 菜を使用しているか

食庖 のように示す表示

大阪新阪急 中国料 平成23年 パンフレ 「芝海老とイカの妙 シバエビよりも

ホテル(大 理ラン 4月 1日カ、 ツト め物jと記載すること 安価で取引され

阪市北区芝 チ ら平成25 により、あたかも、詑 ているバナメイ

回-T自 1 年7月31 載された料理にシバ を使用してい

番 35号) 日までの間 エビを使用している た。

内の宴会場 かのように示す表示

大阪新阪急 パーナ 平成24年 チフシ 「ビーフステーキ 生鮮食品に該当

ホテル内の ィプラ 8月 1回カ、 フライドポテト添」と しない牛脂その

「ビーツJ J 、 p ら平成25 記載することにより、 他の添加物を注

と称する飲 I a n 年7月31 あたかも、記載された 入した加工食肉

食厨 B及び 日までの間 料理に牛の生肉の切 製品を使用して

C り身を使用している いた。

かのように示す表示

「シィーフ 土・日・ 平成23年 メニュー 「津軽地鶏のマリネ 地鶏の定義に該

アーJ(大阪 祝B限 4月1日か チラシ 胡麻風味Jと記載する 当しない鶏肉を

市北区芝田 定問 ら平成25 (提供料 ことにより、あたか 使用していた。

一丁目 1番 窓会プ 年7月31 理ごとに も、記載された料理に

4号)と称 ラン等 日までの間 異なる。) 「津軽地鶏Jと称する

する飲食庖 地鶏の肉を使用して

いるかのように示す

表示等
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ホナル等
料理名 表示期間 表示媒体 表示内容 実際

施設名

土・臼・ 遅くとも平 チフシ 「若鶏の照り焼き 九条ねぎよりも

祝日限 成23年 1 九条ねぎのロティと 安価で取引され

定伺 2fil漬から 共に」と記載すること ている青ねぎ又

窓会プ 平成25年 により、あたかも、記 は白ねぎを使用

フン 7月31日 載された料理に九条 していた。

までの澗 ねぎを使用している

かのように示す表示

毒とチ 平成23年 メニュー 「幕とチョコのシュ 市販されている

ヨコの 4月1日ヵ、 ーア・ラ=モード 工、ノ 業務用のチヨコ

「シィーフ ン、ュー ら平成25 ユーアイスに菩と生 レートソースを

アーJ ア・ラ・ 年7fil31 クリームを加えた甘 使用していた。

モード 固までの鴎 さがたまらない一品。

手作りチヨコソース

とあわせてどうぞ。」

と記載することによ

り、あたかも、記載さ

れた料理に手作りの

チヨコレートソース

を使用しているかの

ように示す表示

千里阪急ホ D r i 平成 19年 リーフレ 「シャンパンjと記載 「シャンパンJ

テル(大阪 n k 1 fil 1日か ツト することにより、あた と称する発泡性

府豊中市新 Pla ら平成 25 かも、「シャンパン」 ワインよりも安

千夏東町2 n A 年 10fil2 と称する発泡性ワイ 価で取引されて

-1 )内の 等 7固までの ンを使用しているか いるものを使用

宴会場 問(提供料 のように示す表示 していた。

理ごとに異

なる。)

宝塚ホナル 宝塚ホ 平成25年 チフシ 「やわらかビーフソ 生鮮食品に該当

(兵庫県宝 テルの 3月25日 テー赤ワインソー しない牛脂その

塚市梅野町 I~-ナ- から同年7 ス」等と記載すること 他の添加物を注

1 -46) ィプラ 月318ま により、あたかも、記 入した加ヱ食肉

肉の宴会場 J 、 A での間 載された料理に牛の 製品を使用して

等 プラン (提供料理 生肉の切り身を使用 いTこ。

等 ごとに異な しているかのように

る。) 示す表示
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匝ヨ
阪神ホテルシステムズの表示概要

ホァル等
料理名 表示期間 表示内容 実際

施設名

車海老の 平成 18年4 「車海老のチリソース煮j等 クルマエビより

チリソー 月1日から平 と記載することにより、あた も安価で取引さ

ス煮等 成25年7月 かも、記載された料理にクル れているブラツ

22日までの マヱビを使用しているかの クタイガーを使

間 ように示す表示 用していた。

ルームサー
自家製パ 平成 18年4 「自家製パン各種(ホワイト 記載されたパン

ン各種等 月1日から平 トースト・ライ麦入りトース は他社が製造し
ビス

成25年 10 ト・バターロール)J等と記 たものであっ

月23Bまで 載することにより、あたか た。

の際 も、記載されたパンは、ザ-

リッツ・カールトン大阪が製

造しているものであるかの

ように示す表示

車海老の 平成 19年 1 「車海老のチリソース煮」等 クルマヱビより

チリソー 2月1日から と記載することにより、あた も安価で取引さ

ス煮等 平成 25年7 かも、記載された料理にクル れているブラツ

月22固まで マヱビを使用しているかの クタイガーを使

の問 ように示す表示 用していた。

香桃
(提供料理ご

とに異なる。)

芝海老 同よ 「芝海老 チヤーシュ一入 シ1¥エビよりも

チヤーシ り妙飯J等と記載することに 安価で取引され

ユー入り より、あたかも、記載された ているバナメイ

妙飯等 料理にシバエピを使用して を使用してい

いるかのように示す表示 た。
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<表示例・香桃のメニュー>
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自身去最のJ話If4釘 綬卵入りメープ晶、It
1!，川匂'"'守派れれ合 liH!nc丸山 c'f:ヴ忌 ι約 11"

選互訪匡J在的乎リソースIi:
H[川診，:，Jぶ¥l(lIH沿い;;1恐州、!1{ldl討
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(参考1)

不当景品類及び不当表示防止法(抜粋)

(昭和三十七年法律第百三十四号)

(目的)

第一条 この法律は、商品及び役務の取引に関連する不当な景品類及び表示による顧客の誘

引を防止するため、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれのある行

為の制限及び禁止について定めることにより、一般消費者の利益安保護することをB的と

する。

(不当な表示の策止)

第四条 事業者は、自己の供給する商品文l主役務の取引について、次の各号のいずれかに該

当する表示をしてはならない。

一 商品又は役務の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際のものよ

りも著しく優良であると示し、又は事実に相違して当該事業者と同種若しくは類似の商

品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも著しく優良であると示す

表示であって、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害

するおそれがあると認められるもの

二 商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と同種若

しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも取引の相

手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示であって、不当に顧客を誘引し、

一般消費者による自主的かつ合理的な選択を隠害するおそれがあると認められるもの

三 前二号に掲げるもののほか、商品又は役務の取引に関する事項について一般消費者に

誤認されるおそれがある表示であって、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的

かつ合理的な選択を臨書するおそれがあると認めて内閣総理大臣が指定するもの

2 (省略)

(措置命令)

第六条 内閣総理大臣は、第三条の規定による制限若しくは禁止又は第四条第一項の規定に

違反する行為があるときは、当該事業者に対し、その行為の差止め若しくはその行為が再

び行われることを防止するために必要な事項又はこれらの実施に関連する公示その他必

要な事項を命ずることができる。その命令は、当該違反行為が既になくなっている場合に

おいても、次に掲げる者に対し、することができる。

ー 当該違反行為をした事業者

二 当該違反行為をした事業者が法人である場合において、当該法人が合併により消滅し

たときにおける合併後存続し、又は合併により設立された法人

三 当該違反行為をした事業者が法人である場合において、当該法人から分割により当該

違反行為に係る事業の全部又は一部を承継した法人

回 当該違反行為をした事業者から当該違反行為に係る事業の全部又は一部を譲り受け

た事業者
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(報告の徴収及び立入検査等)

第九条 内閣総理大臣は、第六条の規定による命令を行うため必要があると認めるときは、

当該事業者若しくはその者とその事業に関して関係のある事業者に対し、その業務若しく

は財産に関して報告をさせ、若しくは帳簿書類その他の物件の提出を命じ、又はその職員

に、当該事業者若しくはその者とその事業に関して関係のある事業者の事務所、事業所そ

の他その事業安行う場所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者

に質問させることができる。

2-4 (省略)

(権限の委任)

第+二条 内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を消費者庁

長官に委任する。

2及び3 (省略)

O 不当景品類及び不当表示防止法第十二条第一項及び第二項の規定による権限の委任に

関する政令(抜粋)
(平成二十一年政令第二百十八号)

(;商費者庁長官に委任されない権限)

第一条不当景品類及び不当表示防止法(以下「法」という。)第十二条第一項の政令で定

める権限は、法第二条第三項及び第四壊、第三条、第四条第一項第三号並びに第五条第一

項(消費者委員会からの意見の聴取に係る部分に限る。)及び第二項の規定による権限と

する。

0 おとり広告に関する表示
(平成五年公正取引委員会告示第十七号)

一般消費者に商品を販売し、又は役務を提供することを業とする者が、自己の供給する

高品又は役務の取引(不動産に隣する取引を除く。)に顧客を誘引する手段として行う次

の各号のーに掲げる表示

一 取引の申出lこ係る商品又は役務について、取引を行うための準備がなされていない場合

その他実際には取引に応じることができない場合のその商品又は役務についての表示

ニ~四 (省略)
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